
1従業員が退職する際には、【資格喪失証明書】の交付をお願いします 

 

退職する従業員は、その後新しい健康保険に加入する手続きが必要ですが、国民健康保険に加

入するためには、御社での健康保険の資格を喪失したことを確認できる書類が必要となります。 

 

別添用紙に内容を記載、代表者印をご押印の上、退職者ご本人にお渡しください。 

記載についてご不明の場合、お問い合わせください。 

 

 


